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[ 申込み・問合せ ]　総務課　消防防災係　☎44-1111（内線 1352・1354）

交通災害
共済加入
のご案内

年間１人　350円

　全国どこで起きた交通事故でも、
弔慰金または災害の程度に応じて見
舞金が支給される交通災害共済の平
成31年度加入予約受け付けが2月1
日から始まっています。
　毎年加入している人も、今まで加
入していなかった人も、万が一に備
え、ご家族そろって加入しましょう。

＜団体加入＞
　町会、交通安全母の会、小・
中学校、保育園などで加入のと
りまとめを行いますので、会費
を添えてお申し込みください。

死亡した場合

自動車損害賠償保障法施行令別表
第１級から第３級各号に掲げる障害の場合

重傷（１か月（30日）以上の治療を要する場合）

軽傷（１か月（30日）未満の治療を要する場合）

申込方法

自動車、バイク、自転車などの

道路交通による人身事故

等級
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２

３

４

　被災者名が確認できる交通事

故証明書のある請求は、災害の

程度により、3万～ 50万円の見

舞金(死亡した場合は100万円)

が支給されます。交通事故証明

書がない請求は、内容を審査の

上、適当と認められた場合、特

例見舞金として災害の程度に関

わらず、１万円が支給されます。

見舞金について

＜請求期間＞
　交通事故にあった日から１年以内。た
だし、交通事故がもとで２等級の対象と
なる後遺障害が残った場合は２年以内。

共済見舞金等金額表

※治療期間(見込み含む)により等級を区分します。

災害の程度 金額

平成31年4月1日㈪～
平成32年3月31日㈫

共済
期間

会費

対象災害について

請求について
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３

４

５

６

７

８

1,000,000円

500,000 円

70,000円

30,000円

イメージキャラクター
ONEくん

交通事故にあったら、
必ず警察に届けま
しょう！

＼１日１円で助け合う。／

● 交通事故にあった場合、必ず警察署または最寄りの交番に届け出してください。

● 同乗者や相手方のいない自損事故、自動車、バイクなどの転倒なども必ず届けましょう。

● 届け出をし、交通事故と扱われた場合、交通事故証明書が発行されます。

● 物件事故証明書の場合、同乗者の記載がありませんのでご注意ください。

故意（暴走行為、自殺、保険金詐欺など）また
は重大な過失（信号無視、原付バイクの二人
乗りなど）によって交通事故を起こし、不
正に見舞金などを受けようとする場合

無免許運転および酒気帯び運転をし、また
その事情を知りながら同乗して交通事故に
よる災害を受けた場合

地震、洪水、暴風、その他の天災によって生
じた交通事故による災害を受けた場合

電車、航空機、船舶などの事故による災害
を受けた場合

自転車の二人乗りや、酒気帯びでの走行中
にケガをした場合

車両乗降の際に災害を受けた場合

歩行者の転倒や作業中の事故など交通事故
以外の災害を受けた場合

その他これらに類する故意または重大な過
失と管理者が認める場合

＜請求に必要な書類＞
　自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書（被災者名が確認できるもの）
や医師の診断書などが必要です。
　事故によって必要な書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

＜団体以外での一般加入＞
　本庁舎総務課または尾上・碇ヶ
関総合支所市民生活課で随時受
け付けをしています。

※二重加入にならないようご注意ください。
※４月１日以降に加入された方は、加入申し込みされた日時からの適
用となりますので、ご注意ください。

対象となる災害

対象とならない災害
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[ 問合せ ]　農林課　農業振興係　☎44-1111（内線 2176）

受入家庭
募集中

　NPO法人広域連携津軽・ほっ
とステイネットワークでは、増
加する民泊体験利用者に対応
するため、受入家庭を募集して
います。対象は、平川市在住
の方で家族のように迎えていた
だける方です。
　詳しくはNPO法人広域連携
津軽・ほっとステイネットワー
ク（☎57-5190）までお問い合
わせください。

　当市では、「グリーン・ツーリズムのまち」を目
指してNPO法人広域連携津軽・ほっとステイネット
ワークが精力的に活動しており、国内外の修学旅
行生などの農村民泊の受け入れを行っています。

　現在、都市部からの修学旅行生が増加しており、
利用者は田舎での民泊体験や農作業など普段とは
異なる貴重な体験を楽しんでいます。
　受入家庭が増えると、比例するように体験に訪
れる人も増えます。
　人との交流を深め感動体験をしてみませんか？

グリーン・ツーリズムに
　　取り組んでみませんか？
グリーン・ツーリズムに
　　取り組んでみませんか？

グリーン・ツーリズムとは？

　緑豊かな農山漁村でゆっくりと滞在し、
人との交流を通じて、その自然、文化、
生活、人々の魅力に触れ、さまざまな体
験などを楽しむ余暇活動のことです。
　また、都市住民との交流により、農産
物の販売など新たなビジネスチャンスにつ
ながるほか、地域への意識が高まることに
より、農山漁村の良さを生かした地域づく
りも期待されます。

　白血病などの治療

が困難な血液疾患の

患者さんに、健康な

皆さまの善意で、提供いただいた骨

髄や末梢血幹細胞を移植して治療す

ることです。

[申請・問合せ]　子育て健康課　母子保健係　☎44-1111（内線1143・1144）

骨髄移植ドナーの
支援について

骨髄移植
とは？

交付対象者
次の①・②に該当する方（ドナー）
①公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バ
　ンク事業のドナー登録者で、骨髄・末梢血幹細
　胞の提供を完了した方
②提供の時および奨励金の申請の時に市内に住所
　を有する方で、市税などの滞納がない方

 事業所
ドナーが勤務している青森県内の事業所　
※ただし、国および地方公共団体、独立行政法人
及び地方独立行政法人並びにドナー休暇の取得が
可能なものを除く。

奨励金の額
＜ドナーの方＞

通院･入院などに要した日数(上限7日)×2万円

＜ドナーが勤務する事業所＞
通院･入院などに要した日数(上限7日)×1万円

奨励金の交付申請
　所定の申請書に記入のうえ、公益財団法人日本
骨髄バンク発行の証明書などを添付し申請して下
さい。なお、申請期間は骨髄提供完了から90日以
内となります。

　一人でも多くの患者さんを救うため
に、骨髄移植への理解と骨髄バンクへ
のドナー登録に協力をお願いします。

ドナー登録は弘前献血ルームで
受け付けしています。

entry!

　市では、平成28年度から骨髄等移植
の推進およびドナーの増加を図ることを目
的に、公益財団法人日本骨髄バンクが実
施する骨髄バンク事業において、ドナー
となった市民とそのドナーが勤務する事業
所を対象に奨励金を交付しています。今
年度は２人の利用がありました。
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